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令和元年度第１回大磯町文化財専門委員会議 議事録 

 

 

 

１．日 時  令和元年６月 21日（金） 

開会時間／午前 10時   閉会時間／午前 11時 20分 

 

 

２．場 所  大磯町郷土資料館 研修室 

 

 

３．出席者  薄井和男／委員長 

田尾誠敏／副委員長 

       山崎祐子／委員 

       小沢朝江／委員 

       細井 守／委員 

 

波多野昭雄／生涯学習課課長 

北水慶一／生涯学習課副課長 

篠田花織／生涯学習課主事補 

 

４．傍聴者  なし 

 

 

５．職員の紹介 

 

 

（ 開 会 ） 

 

・会議成立の確認 

・会議公開の確認 

・傍聴者有無確認 

・資料の確認 

 

 

６．前回会議録の確認 

 

７．議事 
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議題（１）令和元年度文化財関連事業計画について 

事務局から資料の説明を行った。 

・文化財専門委員会議は令和元年度も３回開催予定。 

・文化財の補助金交付金は予算に基づいて交付している。 

・文化財の消防訓練を昨年度は慶覚院で実施。 

・国府祭調査事業は国指定をめざし、報告書の作成を進めている。 

 

主な質疑応答は以下のとおり 

〔生涯学習推進事業とは〕 

（委 員）生涯学習推進事業で行っている青少年おもしろ講座や生涯学習サロ

ンではどんなことを実施しているのか。 

（事務局）青少年おもしろ講座では、今年ははんぺん作りと土偶作りを行う予

定でいる。県の埋文センターの職員に講師をお願いしている。 

生涯学習サロンでは講師登録をしてもらっている人の中で、講師を

検討している。歴史や文化生涯学習にかかわる講師を中心に選んで

いる。 

（委 員）講座等の参加人数は定員に達しているのか。 

（事務局）内容によるが、歴史的なことや文化的なことには興味をもたれる方

が多い。しかし講座によっては定員に満たないこともある。 

 

 

議題（２）令和元年度文化財関連事業の進捗状況について 

事務局から資料の説明を行った。 

・会議の予定を説明。 

・大磯町指定文化財保存管理奨励交付金については有形民俗文化財 16 件、無

形民俗文化財６件の交付決定をした。事業計画では 18 件となっているが、

まだ２件決定していない。そのうち１件の滄浪閣は昨年度末に所有者が国に

代わったため、交付はない。もう１件の高麗のホルトノキについては管理者

が亡くなられたため、管理変更の手続きを行っている。確定したら交付の手

続きを行う予定である。 

・利活用奨励交付金は４月５月に公募を行い、申請があったものについて交付

決定を行った。 

・釜口古墳の周囲管理委託については、間もなく契約締結の予定。年３回除  

草、樹木１回剪定。 

・資料番号１の資料で、令和元年６月７日付で鴫立庵の部際交換について申請

があった。袖壁の腐食があり、新材に取り換える。有形文化財ではなく、史

跡名勝天然記念物の史跡の構造物ということで申請があがっている。有形文

化財ではないため、古色などは行わない。 
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・文化財消防訓練については、吉田邸が焼失してから 10 年目を過ぎたことも

あり、旧吉田邸での消防訓練を計画中。 

・消防設備点検は、西長院、旧島崎藤村邸、鴫立庵、旧木下家別邸を候補に計

画を進めている。 

・国府祭調査事業は２月末に完成予定。原稿はまだ一部集まっていない。順次

編集作業を進めている。 

・埋蔵文化財について消費税の関係で駆け込み需要が増えるかを思われたが、

実際はそこまで大きく増えている状況はない。 

 

主な質疑応答は以下のとおり 

〔利活用補助金について〕 

（委 員）作成したリーフレットとは本日配られたものか。 

     国府祭で配布されたものか。 

（事務局）本日は配布していない。今の段階では交付金の交付を決定したとこ

ろであり、第２回の会議の際に作成したものを配布する予定である。 

（委 員）内容のチェックは事前にできないのか。国府祭の祭礼時に配布され

ているリーフレットだと国府祭ではなく、鷺の舞が文化財として登

録されているように見受けられ、誤解を与えかねない。文化財に指

定されているものの内容確認は絶対に必要だと思われる。 

     来年同じような申請が出たときに、国府祭については中身のチェッ

クが必要だと思う。 

（事務局）年度が替わってすぐの場合もあるため、年度前にアンケートをとり、

確認をしていきたいと思う。 

 

 

議題（３）国登録有形文化財について 

 ・平成 31年３月をもって旧吉田茂邸の「サンルーム」「七賢堂」「兜門」が国

登録有形文化財になった。いずれも焼失を免れた貴重な資料。 

 ・資料番号２の資料に記載のあるとおり、国登録有形文化財のプレートが設

置された。 

 

主な質疑応答は以下のとおり 

〔国登録有形文化財のプレート設置について〕 

（委 員）プレートの設置の土台形状や準備はどう行ったのか。 

（事務局）管理しているのは平塚土木事務所で、１月頃より準備をしていたよ

うだ。他の県立公園では分かりかねる。 

（委 員）旅館等ではプレートを壁に打ち付ける場合や、スタンドに置くこと

が多いようだ。 
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議題（４）その他 

 ・御船祭の船の修繕について、平成 30 年度第１回の会議で「図面を業者より

提供していただいてはどうか」とのご助言をいただき、業者より図面を提

出してもらった。 

・第２回の会議は 11 月を予定しているが、事業の進捗状況により第２回と第

３回を統合したいと考えている。11 月 15日（金）の午後３時を第一候補と

する。 

・昨年、明治記念大磯庭園を見学していただいた。現在、有形文化財の指定の

話も出ており、計画がはっきりしてきたら、またご相談したい。来年の夏頃

に常時公開を目指しているのとのことである。 

  

 

 

（ 閉 会 ） 

 

 


